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インターンシップの期待される効果

１ 「優秀な大学生・短大生」は日本でのインターンシップ
により、キャリアとグローバルな視点を取得。

「企業」はインターンシップ生により戦力化につながり
継続・反復することで、安定的な人材確保が可能。

「企業」は今後のインバウンド、多文化共生の対応準備と
日本人従業員の活性化を目指せる。
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インターンシップ事業のしくみ

日本国内の企業 大学
学生（インターン生）

■インターンシップ先の紹介
■日本語（N3)/専門教育/マナー

■来日サポート

大学
■協定締結
■学生への告知
■面接サポート
■必要書類他作成・手配

学生
■契約申込金
■インターンシップ参加費
■渡航費用の一部負担

企業
■会員加入
■大学/本人との契約
■入管手続き
■在留許可申請費
ベトナム採用関連費
渡航費用の一部負担

■管理費等
■入国/出国時費用
■入国後２日間研修

■受入企業の交渉・契約
■生活・法律相談
■滞在中管理フォロー

■入国時移動
■入国後２日間研修
■１４日～２０日目管理
■２カ月目管理
■４カ月目管理
■６カ月目管理
■８カ月目管理
■１０カ月目管理（出国準備）
■出国時移動

インターンシップの実施

報酬の支払い
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インターンシップ スケジュール(例）

月 内容

５月 ●応募説明会・エントリー

５月 ●候補者決定・書類他各種手続き

6月 ●在留許可申請手続き（申請後2か月前後で結果）

7月

8月 ●在留許可 交付/VISA申請・手続き ●来日手配

9月 ●来日～インターンシップ開始

・・・・ （10ケ月）

7月 ●帰国 ●各種書類・清算等手続き
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インターンシップ概要

項目 内容

募集企業
関東圏にて、サービス業（旅館・ホテル等）を行う企業
※これまでに入国管理法、労働基準法に抵触していないこと

募集地域 関東圏（インターンシップ実施施設が関東圏にある）

受け入れ人数 最低6名以上（同一地域で複数の場合、施設ごと受け入れ最低人数は2名以上）

インターン対象学生 ベトナム国の大学において日本語を学んでいる学生（日本語レベルN3以上）

インターンシップ期間 10か月（最長11か月半）

受け入れ条件
※詳細は別途

●日本国労働基準法に定める賃金、手当等を日本人社員と同等もしくはそれ以上を支払う
こと。また同法に基づく休暇・休日を与えること

●インターンシップ期間中の住居（1名３畳以上のスペース）を有償で提供可能であるこ
と（インターンシップ生が支払う住居費の上限は１名：15,000円以内）

●インターンシップ実施計画に基づきジョブローテーションを適宜実施すること
●監理者からの要求による評価等を適切に実施できる体制をとる

費用 別紙参照
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インターンシップ受入費用（サービス業の例）

■内訳

教育費／在留許可申請／招へい費（一部負担）／空港への出迎え（帰国時
の送り）／入国後研修費／月額監理費（インターンシップ実施期間中：10
か月）

約50万円（1名）~(月額給与＋5万円～ で10か月安定した

※給与は別途

※上記費用は概算であり、空港への送迎や招へい費など、場所や時期により都度お
見積りさせていただきます。
※費用につきましては内容により別途お見積りをさせていただきます。

原則的に、保険は国民健康保険、年金は国民年金への加入としますので、貴社のご
負担はございません。


